
日本医療介護ファクタリングセンターご利用規約 

 

この規約（以下「本規約」といいます。）は、日本医療介護ファクタリングセンター株式会

社（以下「当社」といいます。）が提供するシステムサービスである『ファクタリングシス

テム』（以下「本サービス」といいます。）の利用条件等を定めるものです。本サービスの利

用者（以下「利用者」といいます。）は、本規約の内容を確認し、その内容に同意した上で、

本サービスを利用するものとします。 

 

第 1 章 総則 

 

第 1 条（本規約の目的等） 

本規約は、本サービスの利用条件及び本サービスの利用に関する当社と利用者との間の権

利義務関係を定めることを目的とします。 

当社が本サービスに関連して運営するウェブサイト（本サービスのサービスページを含み、

以下「本ウェブサイト」といいます。）上又は本サービス上に、本サービスの利用に関する

ルール・説明・条件等（名称を問いません。以下「個別規約」といいます。）が別途掲示さ

れている場合、個別規約は本規約の一部を構成するものとします。個別規約の内容が本規約

の内容と矛盾又は抵触する場合には、個別規約の内容が優先して適用されるものとします。 

 

第 2 条（本規約への同意） 

利用者は、本規約に同意の上、本規約に従って本サービスを利用するものとし、本規約に同

意しない限り本サービスを利用できないものとします。 

 

第 3 条（本規約の変更） 

当社は、利用者の事前の承諾を得ることなく、本規約を随時変更できるものとします。 

当社は、本規約を変更するにあたり、本規約の内容を変更する旨、変更後の本規約の内容及

び変更の効力が発生する日（以下「効力発生日」といいます。）を、効力発生日の 1 週間前

までに、本ウェブサイト内又は本サービス内の適宜の場所への掲示、本サービス内での通知、

電子メール又はメッセージ（SMS）の送信、その他当社が適当と判断する方法により、事前

に利用者に周知するものとします。 

効力発生日以降の本サービスの利用条件等は変更後の本規約の内容によるものとし、利用

者は、変更後の本規約の内容に同意しない場合には、直ちに本サービスの利用を終了するも

のとします。 

利用者が効力発生日以降も本サービスの利用を継続する場合、当該利用者は、変更後の本規

約の内容に同意したものとみなします。 

 



第 4 条（利用登録） 

利用者は、本条に従って本サービスの利用登録を完了した場合に限り、本サービスを利用す

ることができるものとします。 

本サービスの利用を希望する者（以下「申込者」といいます。）は、本規約に同意の上、当

社の別途定める手続に従い、当社が指定する情報及び資料を当社に提供することにより、本

サービスの利用登録を申請するものとします。 

当社は、その裁量により、申込者による本サービスの利用登録の申請を不承認とすることが

できるものとします。この場合、申込者は、当社に対し、不承認の理由の開示を求めること

はできないものとします。 

申込者による本サービスの利用登録の完了により、申込者と当社との間で本規約に従った

本サービスの利用に関する契約が成立するものとします。 

利用登録の完了後に登録した内容の変更が生じた場合、利用者は、直ちに、登録内容の変更

を申請するものとします。かかる申請については、第 2 項及び第 3 項の規定を準用します。

かかる申請の遅滞又は懈怠により生じた損害（一切の損害、損失及び費用（弁護士、会計士

又は税理士の報酬及び費用を含むものとします。）をいいます。以下同様とします。）につい

ては、利用者が責任を負うものとし、当社は一切の責任を負いません。 

 

第 5 条（アカウントの管理） 

利用者は、本サービスを利用するために付与されたアカウント（以下「アカウント」といい

ます。）を自己の責任において管理・保管するものとし、これを第三者に使用させ、又は貸

与、譲渡、売買等をしてはならないものとします。 

アカウントを用いた本サービスの利用に関し、当該アカウントの使用に係るログイン ID 又

はパスワードその他当該アカウントの使用につき当社が提示又は入力を求める情報又は文

字列等（以下、総称して「ログイン ID 等」といいます。）の一致を確認した場合、当該アカ

ウントを保有するものとして登録された利用者が当該アカウントを用いて本サービスを利

用したものとみなします。 

アカウント及び当該アカウントに係るログイン ID 等の管理不十分又は第三者の使用等に

より生じた損害については、利用者が責任を負うものとし、当社は一切の責任を負いません。 

利用者は、アカウント及び当該アカウントに係るログイン ID 等が盗用され、又は第三者に

使用等されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、その

対応につき当社からの指示に従うものとします。 

 

第 2 章 本サービス 

 

第 6 条（本サービスの目的） 

本サービスは、本章の定めるところにより、利用者が第三者に対する債権を当社に売渡し、



当社が当該債権を買取ることで、利用者において債権の早期資金化の利益を得るとともに、

当社においては債権の売買差益を得ることを目的とします。 

利用者及び当社は、本サービスにおいて債権の売買を行うものであり、債権を担保とする貸

付又はこれに類する取引を行うものではありません。したがって、利用者は、当該債権の債

務者の現在及び将来の資力を担保するものではなく（民法第 569 条は適用されません。）、

当社は、当該債権の債務者の債務不履行又は債務者に関する破産、会社更生、民事再生、特

別清算、その他これらに類する倒産手続（以下「倒産手続等」といいます。）の開始による

回収不能の危険を負担して、当該債権を買取るものとします。 

 

第 7 条（対象とする債権） 

本サービスにおいて、当社が買取りの対象とする債権は、第 11 条第 1 号乃至第 5 号に定め

る条件を充たす債権（以下「適格債権」といいます。）とします。 

 

第 8 条（債権買取） 

利用者は、適格債権の売却を希望する場合、当社所定の方法により、当社による適格債権の

買取りの可否等の審査（以下「買取審査」といいます。）を申し込むものとします。 

当社は、利用者から前項の申込があった場合、当社所定の方法及び内容により買取審査を行

い、かかる買取審査の結果、当社が適格債権を買取ることが可能であると判断したときは、

当社所定の方法により、適格債権を買取ることが可能である旨及び当該買取りに係る買取

代金その他の買取条件を利用者に通知します。 

利用者は、前項に基づき通知された買取条件での適格債権の売却を希望する場合、当社所定

の期限内に、当社所定の方法により、適格債権の売却を申し込むものとします。当該申込の

完了により、利用者と当社との間で、個別の適格債権の買取りに係る契約（以下「個別契約」

といいます。）が成立するものとし、以後、利用者は個別契約を解除できないものとします。 

利用者は、当社が買取審査に当たり追加の資料又は情報の提供を求める場合があること、当

社が買取審査に時間を要する場合があること、当社が買取審査の結果（買取りの可否及び買

取条件の判断）についてその理由を利用者に開示等する義務を負わないこと及び利用者に

対して何らの責任も負わないことを、予め了承します。 

当社は、個別契約が成立した場合、当該個別契約に基づく買取代金を、当社が別途指定する

買取日（以下「買取日」といいます。）に利用者に支払います（振込手数料は当社の負担と

します。）。なお、買取日は、第 3 項の申込完了のタイミングその他の事情により、個別契約

の成立日の翌営業日以降となる場合があります。 

前項の買取代金の支払の完了をもって、利用者から当社に適格債権（付随する保証債権又は

担保権がある場合はそれらを含み、以下「買取済適格債権」といいます。）が譲渡されるも

のとします。 

 



第 9 条（真正売買） 

利用者及び当社は、本サービスにおける利用者による適格債権の売渡し及び当社によるそ

の買取りは、真正な売買を構成するとの意図により、かかる売渡し及び買取りを行うもので

す。 

第 6 条に定める本サービスの目的に鑑み、買取済適格債権の全部又は一部が、買取済適格

債権の債務者（以下「債務者」といいます。）の債務不履行又は債務者に関する倒産手続等

の開始により不払いとなった場合においても、かかる適格債権の不払いに関し、利用者は当

社に対し何らの責任を負いません。したがって、当社は、かかる不払いについて、利用者に

対して買取代金返還、損害賠償、償還、買戻し、その他のいかなる請求もできないものとし

ます。 

本規約上のいかなる規定も、利用者に前項の不払いの責任を負わせる結果となるように解

釈・運用されてはならないものとし、常に前項の規定が優先するものとします。 

 

第 10 条（買取実行の中止） 

個別契約に基づく当社による適格債権の買取りの実行（当社による買取代金の支払をいい

ます。以下同様とします。）は、買取日において、以下の各号に定める事項を全て充たして

いることをその条件とします。 

(1) 買取日において、利用者が、当社に対し提供する必要のある全ての書面・資料・情報等

を当社に提供しており、かつ、その内容に当社が満足していること。 

(2) 買取日において、前号に定めるほか、利用者が本規約に違反していないこと。 

(3) 買取日において、(i)天災・戦争・テロ攻撃の勃発、(ii)電気・通信・各種決済システム

の不通・障害、(iii)法令改正等の事情が発生していないこと。 

(4) 買取日において、第 11 条に規定される利用者の表明及び保証に違反がないこと。 

(5) 利用者が法人である場合、買取日において、利用者の代表者が、当社所定の様式による

保証書を、当社所定の方法により、当社に差し入れ済みであること。 

(6) 前各号に定めるほか、買取日において、適格債権を買取ることが不適当であると当社が

判断していないこと。 

買取日において前項各号に定める事項のいずれか一つでも充たさない場合、当社は、個別契

約の成立後であっても、利用者に対する何らの通知催告を要せずに、適格債権の買取りの実

行を中止することができるものとし、この場合、当該個別契約は当然に解除されるものとし

ます。利用者は、当社が適格債権の買取りの実行を中止した場合であっても、その理由を利

用者に開示等する義務を負わないこと及び利用者に対して何らの責任も負わないことを、

予め了承します。 

本条の規定は、適格債権の買取りの実行前に限り適用され、適格債権の買取りの実行後にお

ける個別契約の解除等については第 17 条の規定に従うものとします。 

 



第 11 条（表明及び保証） 

利用者は、当社に対し、買取日において以下の事項が真実かつ正確であることを表明及び保

証します。 

(1) 買取日において、適格債権は、給与債権その他の当社が債務者に直接請求することがで

きない性質の債権でないこと。 

(2) 買取日において、適格債権は、その全部又は一部が架空、無効又は消滅済みの債権では

なく、また、その金額・支払期日その他の内容は第 8 条第 1 項及び第 3 項の申込の内容の

とおりであること。 

(3) 買取日において、適格債権に対応する製品の提供、役務の提供、その他の反対給付（も

しあれば）は、債務の本旨に従って履行済みであること。 

(4) 買取日において、適格債権の支払のために又は支払に代えて、手形若しくは小切手又は

電子記録債権が発行されていないこと。 

(5) 買取日において、適格債権は、利用者のみに帰属し、第三者に対する譲渡、担保権設定

その他の処分がされておらず、第三者による仮差押、差押その他の負担が付着した債権では

ないこと。 

(6) 買取日において、担保対象債権（第 13 条において定義します。）は、利用者のみに帰属

し、第三者に対する譲渡、担保権設定その他の処分がされておらず、第三者による仮差押、

差押その他の負担が付着した債権ではないこと。なお、担保対象債権の全部又は一部が将来

債権である場合、かかる事実それ自体は本号の表明保証に違反するものではありません。 

 

第 12 条（回収委任） 

当社は、利用者に買取済適格債権の回収を無償で委任し、利用者はこれを受諾するものとし

ます。なお、買取済適格債権の回収に要する費用は、利用者においてこれを負担し、利用者

は当社に対して一切費用を請求できないものとします。 

利用者は、買取済適格債権の全部又は一部の支払を受けた場合（支払期日における支払か否

かを問いません。）、かかる支払を受けた日と同日中に、かかる支払を受けた金額を当社に対

して支払います（振込手数料その他の支払に要する費用は利用者の負担とします。）。 

債務者と利用者との間の相殺により買取済適格債権の全部又は一部が消滅した場合（支払

期日における相殺か否かを問いません。）、実質的・経済的に利用者が買取済適格債権の支払

を受けたと評価されることに鑑み、利用者は、前項の場合と同様に、かかる相殺が行われた

日と同日中に、かかる相殺により消滅した金額を当社に対して支払います（振込手数料その

他の支払に要する費用は利用者の負担とします。）。 

買取済適格債権が債権の全部ではなく金額的一部である場合において、当該債権について

弁済・相殺がなされたときは、買取済適格債権に係る弁済・相殺がなされたものとみなして

前 2 項を適用するものとします。 

利用者は、本条に基づく委任を解除できないものとします。 



当社は、本条に基づく委任をいつでも解除できるものとします。また、当社は、本条に基づ

く委任の解除の有無を問わず、必要と判断した場合にはいつでも、利用者に対する何らの通

知催告を要せずに、買取済適格債権の回収その他の債務者に対する権利行使を自ら直接行

うことができるものとします。 

本条の規定は、債権の売買に付随して当該債権の回収を利用者に委任するものであり、金銭

の借主としての返還義務又はこれに類する義務を利用者に課すものではありません。した

がって、利用者は本条に定める金額の限度で当社に支払えば足り、当該金額が買取済適格債

権の金額に不足する場合であっても、当社は利用者に対してその不足分の支払を請求する

ことはできないものとします。 

 

第 13 条（債権譲渡担保権の設定） 

利用者は、個別契約に基づく適格債権の譲渡と同時に、かつ、別段の行為を要することなく

当然に、第 1 号に定める債務（以下「被担保債務」といいます。）の履行を担保するため、

第 2 号に定める債権（以下「担保対象債権」といいます。）を当社に譲渡し、もって譲渡担

保権を設定するものとします。 

(1) 被担保債務：利用者が当社に対して当該個別契約に関連して買取日以降に負担する一切

の債務（第 12 条に基づく支払義務及び第 17 条に基づく支払義務を含みます。） 

(2) 担保対象債権：利用者の当該適格債権の債務者に対する債権のうち買取日以降 1 年間

の間に発生する一切の債権（買取日時点において現に発生している債権を含みます。） 

当社は、利用者の通常の営業の範囲内に限り、利用者に担保対象債権の回収を無償で委任し、

利用者はこれを受諾するものとします。この場合、利用者は、担保対象債権の履行として支

払を受けた金員を受領することができるものとし、弁済期が到来している被担保債務の額

を超えて当該金員を当社に引き渡すことを要しないものとします。なお、担保対象債権の回

収に要する費用は、利用者においてこれを負担し、利用者は当社に対して一切費用を請求で

きないものとします。 

前項にかかわらず、当社は、必要と判断した場合にはいつでも、利用者に対する何らの通知

催告を要せずに、担保対象債権の回収その他の債務者に対する権利行使を自ら直接行うこ

とができるものとします。この場合、担保対象債権の履行として債務者から支払を受けた金

員の取扱いについては、第 4 項の規定に従うものとします。 

当社は、利用者が被担保債務の全部又は一部について弁済期を徒過した場合、利用者に対す

る何らの通知催告を要せずに、担保対象債権の全部又は一部を、一般に公正かつ妥当と認め

られる方法、時期、価格等により任意に処分（担保対象債権の回収その他の債務者に対する

権利行使を含みます。）し、その取得金から当該処分に係る諸費用を差し引いた残額につい

て、法定の順序にかかわらず、弁済期が到来している被担保債務の弁済に充当することがで

きるものとし、利用者は、当該処分の方法、時期、価格等について一切異議を述べないもの

とします。なお、当該充当後に残余金が生じた場合には、当社は、当該残余金を清算金とし



て利用者に返還するものとし、当該清算金には利息及び遅延損害金を付さないものとしま

す。 

本条の規定は、既に本条に基づき譲渡担保権が設定された担保対象債権を、新たに適格債権

として個別契約に基づく買取りの対象とすることを妨げるものではありません。この場合、

当該適格債権の買取りと同時に、かつ、当該買取りに先立ち、当該適格債権に設定された譲

渡担保権は当然に解除されるものとします。 

同一の債務者に対する複数の適格債権を同時に又は異なる機会に当社が買い取った結果、

本条に基づく譲渡担保権の対象となる担保対象債権の重複が生じた場合、その重複した担

保対象債権は、いずれかの買取り（個別契約）に関連する被担保債務の履行のみを担保する

ものではなく、全ての買取り（個別契約）に関連する被担保債務の履行を担保するものとし

ます。 

利用者は、買取日以降、担保対象債権について、第三者に対する譲渡、担保権設定その他の

一切の処分を行ってはならないものとします。 

本条の規定は、債務者の債務不履行又は倒産手続等の開始による買取済適格債権の不払い

の責任（債務）を利用者に負わせるものではなく、それを譲渡担保権によって保全するもの

でもなく、あくまでも、その他の理由によって発生し得る被担保債務の履行を譲渡担保権に

よって保全することを目的とするものです。 

 

第 14 条（対抗要件の具備） 

利用者は、個別契約に基づく適格債権の譲渡及び第 13 条に基づく担保対象債権の譲渡に関

し、利用者を代理して債務者に対する内容証明郵便による通知をなす権限を当社に委任す

るものとし、また、当該委任を撤回することができないものとします。なお、利用者の要請

に基づき当社が当該通知を留保した場合であっても、当社は、必要と判断した場合にはいつ

でも、利用者に対する何らの通知催告を要せずに、利用者を代理して債務者へ通知できるも

のとし、利用者はこれを予め承諾します。 

前項に定めるほかに、利用者は、当社から要請があった場合、かかる要請に応じて、個別契

約に基づく適格債権の譲渡及び第 13 条に基づく担保対象債権の譲渡に関して、債権譲渡登

記その他の対抗要件具備及び効力発生要件具備のための手続を行い、又は、当社においてか

かる手続を行うために必要となる一切の書類及び情報（これらを記録する電磁的記録物を

含む。）を当社に交付するものとします。かかる手続に要する費用は全て利用者の負担とし

ます。 

 

第 15 条（約束事項） 

利用者は、買取日以降、買取済適格債権及び担保対象債権について、金額・支払期日その他

の内容の変更（更改、免除、放棄、債務引受又はその承諾、発生原因となる契約の取消し又

は解除を含みます。）を行ってはならないものとします。 



利用者は、買取日以降、買取済適格債権及び担保対象債権について、第三者に対する譲渡、

担保権設定その他の一切の処分を行ってはならないものとします。 

利用者は、買取日以降、当社の事前の承諾なく、買取済適格債権及び担保対象債権について、

代物弁済を受けてはならないものとします。利用者は、代物弁済を受けることを希望する場

合には、事前に当社に対して連絡するものとし、当社との間の協議により対応を決定するも

のとします。 

利用者は、買取日以降、当社の事前の承諾なく、買取済適格債権又は担保対象債権の支払の

ために又は支払に代えて、手形若しくは小切手又は電子記録債権の発行を受けてはならな

いものとします。利用者は、手形若しくは小切手又は電子記録債権の発行を受けることを希

望する場合には、事前に当社に対して連絡するものとし、当社との間の協議により対応を決

定するものとします。 

 

第 16 条（情報開示等） 

利用者は、当社から要請があった場合、かかる要請に応じて、適格債権、担保対象債権及び

債務者に関する資料・情報を当社に提供するものとします。なお、利用者は、虚偽又は事実

と異なる資料・情報であることを知りながら、当該資料・情報を当社に提供してはならない

ものとします。 

 

第 17 条（解除） 

以下の各号に定める場合、当社は、何らの通知催告を要せずに、関連する個別契約を解除す

ることができるものとします。この場合、利用者は、既払いの買取代金を直ちに当社に返還

するものとします（振込手数料その他の返還に要する費用は利用者の負担とします。）。 

(1) 第 11 条に規定される利用者の表明及び保証に違反があった場合 

(2) 前号に定めるほか、利用者が本章の規定に違反した場合 

(3) 買取済適格債権について、その買取り（譲渡）に係る第三者対抗要件を具備する前に、

第三者による譲受、担保権設定、仮差押、差押その他の権利変動が生じ、対抗関係において

当社に優先する第三者が現れた場合 

前項に基づき個別契約が解除された場合、利用者は、買取済適格債権の額面金額と当該買取

代金の金額との差額を、違約金として直ちに当社に支払うものとします（振込手数料その他

の支払に要する費用は利用者の負担とします。）。 

 

第 3 章 一般規定 

 

第 18 条（反社会的勢力の排除等） 

利用者は、当社に対し、本規約に同意した時点において、以下の各号のいずれにも該当しな

いことを表明及び保証し、また、将来にわたって以下の各号のいずれかに該当する者となら



ないことを確約します。 

(1) 暴力団 

(2) 暴力団員 

(3) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 

(4) 暴力団準構成員 

(5) 暴力団関係企業 

(6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等 

(7) その他前各号に準ずるもの 

(8) 前各号に該当する者（以下「暴力団員等」といいます。）が経営を支配していると認め

られる関係を有する者 

(9) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 

(10) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 

(11) 暴力団員等に対して資金を提供し又は便宜を供与するなどの関与をしていると認めら

れる関係を有する者 

(12) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係

を有する者 

利用者は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を

行わないことを確約します。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害

する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

 

第 19 条（禁止事項） 

利用者は、本サービスの利用にあたって、以下に該当する行為又はそのおそれのある行為を

行ってはならないものとします。 

(1) 公序良俗に反する行為 

(2) 法令に違反する行為 

(3) 本サービスの運営を妨害する行為 

(4) 本サービスの利用に関連して当社から提供される情報その他のコンテンツにつき、当社

が利用を許諾した範囲を越えてこれを利用し、又は公開する行為 

(5) 当社、他の利用者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、

その他の権利又は利益を侵害する行為 



(6) 当社、他の利用者その他の第三者に対する詐欺行為、脅迫行為その他の犯罪行為 

(7) 本サービス又は本サービスに係るサーバーに過度の負担をかける行為 

(8) 本サービスに接続されたシステムに権限なく不正にアクセスする行為 

(9) 本サービスに係るサーバーに蓄積された情報を不正に書き換え又は消去する行為 

(10) 本サービスが通常意図しないバグを利用する動作又は通常意図しない効果を及ぼす外

部ツールの利用、作成又は頒布を行う行為 

(11) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を

送信する行為 

(12) 本サービスを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、その他本サ

ービスのソースコードを解析する行為 

(13) 本サービスを複製、譲渡、貸与又は改変する行為 

(14) 他の利用者のアカウントやログイン ID 等を不正に使用する行為 

(15) 第 18 条第 1 項各号記載のいずれかに該当する者への利益供与行為 

(16) 本規約及び本サービスの趣旨・目的に反する行為 

(17) その他当社が不適切と判断する行為 

 

第 20 条（秘密保持） 

利用者は、本サービスに関連して知り得た当社の技術、営業、業務その他に関する情報（以

下のいずれかに該当する情報を除き、以下「秘密情報」といいます。）について、当社の同

意がない限り、厳に秘密として管理し、これらを第三者に開示又は漏洩してはならないもの

とします。 

(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 

(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 

(3) 当社から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 

(4) 本規約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 

利用者は、秘密情報について、本サービスをその利用目的に従って利用するために必要な範

囲においてのみこれらを使用することができ、その他の目的のために流用してはならない

ものとします。 

 

第 21 条（規約違反の場合の措置等） 

当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当し又は該当するおそれがあると当社が判断し

た場合には、当社の裁量により、当該利用者に対する何らの通知催告を要せずに、当該利用

者に対し、本サービスの利用の停止、制限又はアカウントの削除等の措置（以下「利用停止

等」といいます。）を講じることができるものとします。 

(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合 

(2) 当社に提供した資料・情報の全部又は一部に不正確又は虚偽の内容があった場合（誤解



を生じさせないために必要な事実の表示が欠けていた場合を含みます。） 

(3) 当社からの回答を求める連絡に対して 14 日間以上応答がない場合 

(4) 本サービスの運営又は保守管理上必要であると当社が判断した場合 

(5) その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合 

利用者は、利用停止等が講じられた後も、当社に対する本規約に基づく一切の義務及び債務

を免れるものではありません。 

当社は、利用停止等により利用者に生じた損害について一切の責任を負わず、また、利用停

止等が講じられた後も、当社が取得した利用者に関する一切の情報を保有・利用することが

できるものとします。 

 

第 22 条（本サービスの変更・中断・終了） 

当社は、当社の裁量で、本サービスの内容の全部又は一部を変更し、本サービスの提供の全

部又は一部を中断し、又は終了することができるものとします。 

当社は、前項により本サービスの提供を中断又は終了するときは、事前に、本ウェブサイト

内又は本サービス内の適宜の場所への掲示、本サービス内での通知、電子メール又はメッセ

ージ（SMS）の送信、FAX その他当社が適当と判断する方法で利用者に通知します。ただ

し、緊急でやむを得ない場合は、この限りでありません。 

利用者は、本サービスの提供の終了後も、当社に対する本規約に基づく一切の義務及び債務

を免れるものではありません。 

当社は、本条に基づき当社が行った措置により利用者に生じた損害について一切の責任を

負わず、また、本サービスの提供の終了後も、当社が取得した利用者に関する一切の情報を

保有・利用することができるものとします。 

 

第 23 条（知的財産権等の帰属） 

本ウェブサイト並びに本サービス及び本サービス上で提供されるコンテンツ（以下「提供コ

ンテンツ」といいます。）に関する一切の知的財産権は、当社又は当社にライセンスを許諾

している者に帰属するものとします。 

当社は、利用者に対し、本ウェブサイト並びに本サービス及び提供コンテンツにつき、本サ

ービスの利用に必要な範囲における非独占的な利用を許諾します。ただし、かかる利用許諾

は、第三者に対し再使用許諾する権利を含むものではなく、また、利用者に対し、本ウェブ

サイト並びに本サービス及び提供コンテンツについての知的財産権、所有権類似の権利又

は自由に処分し得る権利その他の権利の譲渡又は付与を意味するものではありません。 

本ウェブサイト上又は本サービス上に、当社又は本サービスの商標、ロゴ及びサービスマー

ク等（以下、総称して「商標等」といいます。）が表示される場合がありますが、当社は、

利用者その他の第三者に対し、商標等を譲渡し、又はその使用を許諾するものではありませ

ん。 



 

第 24 条（免責） 

当社は、利用者による本サービスの利用につき、特定の目的への適合性、正確性、有用性、

完全性、適法性等を有すること及び不具合が生じないことにつき、何ら保証するものではあ

りません。 

当社は、本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本サー

ビスの利用に供する情報端末のＯＳ又はウェブブラウザのバージョンアップ等に伴い、本

サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、利用者はあらかじめ了承する

ものとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により、

当該不具合が解消されることを保証するものではありません。また、当社は、本サービスの

動作に不具合が生じたことにより利用者が被った損害について、何ら責任を負わないもの

とします。 

当社は、通信回線の障害その他事由の如何を問わず利用者が本サービスの提供を受けられ

なかったときでも、何ら責任を負わないものとします。 

当社は、本サービスの利用に関し利用者間若しくは利用者と第三者との間で紛争が生じた

場合又は利用者に法令違反等の問題が発生した場合、利用者は自己の責任と費用において

これを解決するものとし、当社はこれに一切関与せず、何ら責任を負わないものとします。 

前各項に定めるほか、当社は、本サービスの利用に関し利用者に生じた損害について何ら責

任を負わないものとします。何らかの理由により当社が利用者に対する責任を負い得る場

合であっても、当社は、当社の過失（重過失を含みます。）による損害については賠償する

責任を負わず、また、利用者に現実に生じた直接かつ通常の損害以外の損害（付随的損害、

間接損害、特別損害及び逸失利益を含みますが、これらに限られません。）については賠償

する責任を負わないものとします。 

 

第 25 条（損害賠償） 

利用者は、本規約に違反したことにより又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与

えた場合、当社に対し当該損害を賠償しなければなりません。 

利用者は、本規約に基づく支払義務の履行を怠った場合は、その支払うべき金額に対して年

14.6％の割合による遅延損害金を当社に支払います。 

 

第 26 条（連絡方法） 

本サービスに関する当社から利用者への連絡（通知、請求、意思表示、その他一切の連絡を

含みます。以下同様とします。）は、本ウェブサイト内又は本サービス内の適宜の場所への

掲示、本サービス内での通知、電子メール又はメッセージ（SMS）の送信、FAX その他当

社が適当と判断する方法により行うものとします。 

当社が電子メール又はメッセージ（SMS）の送信による連絡を行った場合、当社からの連絡



は、利用者が登録したメールアドレス又は電話番号に電子メール又はメッセージ（SMS）を

送信することをもって、当該電子メール又はメッセージ（SMS）が通常到達すべきときに到

達したものとみなします。 

 

第 27 条（地位の譲渡等） 

利用者は、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、本規約に基づく権利若しくは義

務又は契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切の処分をする

ことはできません。 

当社が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合、当社は、かかる事業譲渡に伴い、本

規約に基づく権利及び義務並びに契約上の地位（当社が保有している利用者の情報を含み

ます。）を当該第三者に譲渡することができるものとし、利用者は予めこれを承諾します。 

 

第 28 条（分離可能性） 

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場

合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残り

の部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び利用者は、当該無効若しくは執行不能の条

項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執

行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努

めるものとします。 

 

第 29 条（準拠法及び合意管轄） 

本規約は日本法に準拠するものとします。 

本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合

意管轄裁判所とします。 

 

以上 

 

日本医療介護ファクタリングセンター株式会社 

2024 年 12 月 12 日制定 


